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地震・津波
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まずはご相談ください

●水産庁の担当部局 水産経営課 03-3502-8416

誰が融資を受けられるのですか。

東日本大震災により被災された漁協及び漁連です。

どうすれば、融資を受けられるのですか。

設備資金・運転資金の利用は償還計画、負債整理資金
の利用は償還計画と経営再建計画（収益向上などの計画）
の審査を通過した漁協、漁連が融資を受けられます。

融資の申し込みはいつまで受け付けているのですか。

当面、平成２４年３月末までを予定しています。
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皆様の質問にお答えします

○被災された漁協、漁連の経営の再建、維持安
定に必要となる資金が無利子で借りられます。

○漁業者等緊急保証対策事業の活用により、無
担保・無保証人での借り入れが可能です。

それは、こんな事業です


